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送
配
電
事
業
で
の
投
資
計
画
の
実
現
を
求
め
る
中
、現
行
の
事
業
報
酬
率
の
決
め
方
は
適
切
だ
っ
た
の
か
。

第
一
規
制
期
間
の
反
省
を
踏
ま
え
、見
直
し
に
向
け
た
論
点
を
提
示
す
る
。

歴
史
的
低
金
利
下
で
決
め
た
報
酬
率

金
利
変
動
へ
の
備
え
が
必
要

託
送
料
金
の
事
業
報
酬
率
〈
下
〉
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電
力
中
央
研
究
所
常
務
理
事

前
回
は
託
送
料
金
の
事
業
報
酬
率

の
資
金
創
出
・
調
達
面
の
重
要
性
を

再
確
認
し
、
適
正
な
報
酬
率
水
準
の

設
定
が
中
長
期
的
に
は
一
般
送
配
電

事
業
者
の
資
金
調
達
コ
ス
ト
、
ひ
い

て
は
託
送
料
金
の
低
廉
化
に
貢
献
し

得
る
こ
と
を
示
し
た
。
今
回
は
一
送

の
投
資
実
現
を
重
視
す
る
レ
ベ
ニ
ュ

ー
キ
ャ
ッ
プ
制
度
の
下
で
、
報
酬
率

に
求
め
ら
れ
る
要
件
を
考
察
す
る
。

投
資
実
現
求
め
る
規
制
下
に 

変
動
リ
ス
ク
へ
の
目
配
り
重
要

レ
ベ
ニ
ュ
ー
キ
ャ
ッ
プ
制
度
の
目

的
は
、
一
送
に
よ
る
必
要
な
投
資
の

確
保
と
コ
ス
ト
効
率
化
を
両
立
さ
せ
、

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
主
力
電
源
化

や
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
強
化
な
ど
を
図
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
国
は
「
一
般

送
配
電
事
業
者
に
よ
る
託
送
供
給
等

に
係
る
収
入
の
見
通
し
の
適
確
な
算

定
等
に
関
す
る
指
針
」（
以
下
、指
針
）

を
定
め
、
一
送
が
拡
充
・
保
全
等
必

要
な
投
資
を
計
画
し
、
こ
れ
を
確
実

に
実
施
す
る
た
め
事
業
計
画
の
策
定

を
求
め
て
い
る
。
一
送
は
こ
の
計
画

に
基
づ
き
収
入
見
通
し
を
算
定
す
る
。

投
資
の
未
実
施
が
あ
り
、
計
画
し

た
投
資
量
を
実
績
が
下
回
っ
た
場
合
、

当
該
投
資
に
係
る
費
用
の
乖か

い
り離
額
を

翌
期
の
収
入
上
限
よ
り
減
額
す
る

（
翌
期
調
整
）。
さ
ら
に
事
業
計
画
は
、

電
力
・
ガ
ス
取
引
監
視
等
委
員
会
に

設
置
さ
れ
た
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

な
ど
で
定
期
的
に
進

し
ん
ち
ょ
く捗
状
況
が
監
視

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
投
資
実

現
を
強
く
求
め
る
規
制
下
に
お
い
て

は
、
報
酬
率
水
準
に
対
し
て
、
キ
ャ

ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
面
で
さ
ら
な
る
配
慮

が
必
要
と
な
る
。

一
般
に
企
業
が
投
資
を
実
施
す
る

場
合
、
投
資
に
伴
い
将
来
発
生
す
る

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
割
引
現
在
価

値
が
投
資
額
と
同
等
か
、
上
回
る
こ

と
が
必
要
条
件
で
あ
る
。
一
送
の
投

資
か
ら
発
生
す
る
将
来
の
キ
ャ
ッ
シ

ュ
フ
ロ
ー
は
、
当
該
資
産
か
ら
生
じ

る
事
業
報
酬
と
減
価
償
却
費
と
考
え

る
と
、
割
引
前
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ

ー
は
資
産
ご
と
の
耐
用
年
数
と
報
酬

率
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
決
定
さ
れ

る
こ
と
が
分
か
る
。
他
方
、
割
引
率

は
投
資
時
点
に
応
じ
て
変
動
し
、
５

年
ご
と
の
事
業
計
画
策
定
時
点
で
は

予
見
で
き
な
い
た
め
、
投
資
の
必
要

条
件
が
満
た
さ
れ
る
か
否
か
は
事
前

に
は
判
明
し
な
い
（
図
１
）。

こ
の
こ
と
か
ら
投
資
計
画
の
実
施

を
求
め
る
規
制
体
系
下
で
は
、
報
酬

率
の
決
定
に
当
た
り
、
規
制
期
間
に

お
け
る
金
利
等
の
変
動
（
特
に
上
振

れ
）
リ
ス
ク
に
備
え
た
設
定
が
強
く

求
め
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の

配
慮
が
不
十
分
だ
と
投
資
実
現
の
条

件
が
満
た
さ
れ
ず
、
制
度
と
し
て
一

貫
性
を
欠
く
こ
と
と
な
り
か
ね
な
い
。

現
在
の
報
酬
率
（
１・５
％
）
は
２ 

０
２
２
年
に
算
定
さ
れ
、
他
人
資
本

報
酬
率
の
前
提
と
な
る
公
社
債
利
回

り
（
10
年
物
）
に
は
17
〜
21
年
度
の

５
年
間
平
均
値
（
０
・
10
％
）
が
採
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む
ら
た・
ち
は
る　

１
９
８
５
年
東
京
電
力

入
社
。
企
画
部
、電
力
契
約
部
、営
業
部
な
ど 

を
経
て
２
０
１
３
年
同
社
執
行
役
員
。
18
年 

電
力
中
央
研
究
所
へ
入
所
。
21
年
６
月
か
ら 

現
職
。

用
さ
れ
た
。
周
知
の
通
り
、
22

年
度
後
半
か
ら
公
社
債
利
回
り

は
反
転
し
、
現
在
は
２・
３
％

台
（
10
年
物
国
債
利
回
り
、
本

稿
執
筆
時
点
）
に
至
っ
て
い
る

（
図
２
）。
　
　

歴
史
的
な
低
金
利
の
時
期
に

報
酬
率
を
設
定
し
、
第
一
規
制

期
間
が
開
始
さ
れ
て
以
降
、
マ

ク
ロ
経
済
環
境
の
変
化
な
ど
に

よ
り
金
利
が
上
昇
を
続
け
た
こ

と
は
、
タ
イ
ミ
ン
グ
の
悪
さ
も
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
同
時
に

５
年
に
及
ぶ
長
期
の
規
制
期
間
に
わ

た
り
１・５
％
の
報
酬
率
水
準
で
十

分
な
の
か
、
さ
ら
に
慎
重
に
検
討
す

べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の

反
省
も
残
る
と
感
じ
ら
れ
る
。

現
制
度
の
本
質
に
回
帰 

求
め
ら
れ
る
要
件
再
確
認
を

第
二
規
制
期
間
の
報
酬
率
設
定
に

当
た
っ
て
は
、
こ
の
経
験
を
踏
ま
え
、

一
送
の
投
資
環
境
変
化
に
も
備
え
た

報
酬
率
水
準
の
設
定
が
必
要
に
な
る

と
考
え
て
い
る
。

国
際
情
勢
の
一
層
の
緊
迫
化
に
伴

う
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
経
済
安
全
保
障
上

の
要
請
に
加
え
、
産
業
政
策
も
背
景

と
し
た
デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
を
は
じ
め

と
す
る
電
力
需
要
増
見
込
み
も
あ
り
、

一
送
の
投
資
の
必
要
性
は
さ
ら
に
高

ま
っ
て
い
る
。
加
え
て
先
行
き
の
イ

ン
フ
レ
懸
念
等
を
反
映
し
、
国
債
を

は
じ
め
と
す
る
公
社
債
利
回
り
の
変

動
に
伴
い
、
資
金
調
達
コ
ス
ト
が
高

ま
る
リ
ス
ク
も
強
ま
っ
て
い
る
。

レ
ベ
ニ
ュ
ー
キ
ャ
ッ
プ
の
本
質
は
、

収
入
上
限
を
あ
ら
か
じ
め
設
定
し
、

そ
の
範
囲
内
で
の
効
率
的
な
事
業
運

営
を
促
す
点
に
あ
る
。
し
か
し
、
コ

ス
ト
削
減
が
供
給
信
頼
度
を
損
な
う

よ
う
な
投
資
不
足
を
招
く
こ
と
を
回

避
す
る
た
め
、
事
業
計
画
と
指
針
に

よ
り
投
資
実
現
を
担
保
す
る
制
度
と

し
た
と
理
解
し
て
い
る
。
こ
の
制
度

体
系
の
下
、
投
資
と
安
定
供
給
を
実

現
す
る
た
め
に
、
報
酬
率
に
求
め
ら

れ
る
要
件
を
再
認
識
し
た
水
準
設
定

の
必
要
性
を
改
め
て
強
調
し
た
い
。

最
後
に
事
業
報
酬
と
い
う
表
現
に

つ
い
て
言
及
し
た
い
。
こ
の
言
葉
に

は
電
力
会
社
の
「
も
う
け
」
を
表
す

よ
う
な
語
感
が
感
じ
ら
れ
る
た
め
、

特
に
料
金
値
上
げ
時
に
報
酬
率
の
水

準
を
下
げ
る
べ
き
、
と
の
批
判
を
招

く
こ
と
が
あ
っ
た
。
報
酬
率
は
電
力

会
社
の
資
本
コ
ス
ト
で
あ
り
、
適
正

な
水
準
を
維
持
・
継
続
す
る
こ
と
が

事
業
の
健
全
な
発
展
に
不
可
欠
で
あ

る
こ
と
を
記
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

図1  投資実施のための必要条件

図2  国債（10年物）利回り推移 出所：財務省資料により筆者作成


